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第８回 バーチャル社会のもたらす弊害から子どもを守る研究会 

議事要旨 

 

１ 日時 平成１８年１２月４日（月）１３：３０～１６：３０ 

２ 場所 三田共用会議所 

３ 出席委員等 

(1) 委員 

  前田委員（座長）、相原委員、姉崎委員、江川委員、岡田委員、玄田委員、坂元委員 

下田委員、藤岡委員、藤川委員、義家委員、竹花委員、小林委員、池田委員（代理） 

(2) オブザーバー 

  田代内閣府参事官（代理）、安間文部科学省スポーツ・青少年局青少年課長 

(3) 事務局（警察庁生活安全局） 

巽長官官房審議官、山口少年課長、谷情報技術犯罪対策課長、中川少年保護対策室長 

滝澤少年課理事官 

４ 議事 

(1) 開会 

(2) 事務局説明 

(3) 自由討論 

【座長】 携帯のことをここでも随分議論してきたんですが、大きな動きが見られるようで、

今後またどうなっていくかというのは見守っていかなければいけないと思います。まさにフィ

ルタリングのことは動き出したという感じですね。ただ、このアダルトコミックに関してはこ

の反応だけ見ていると、ここに来ることはもちろん拒否なんですね、説明というのは。アンケ

ートにも答えないと。ほかの業界と比べてちょっと違いますよね、今までの反応とは。質問に

なってないかもしれないんですけれども。 

【事務局】 １点だけ補足させていただきます。ここには来られないけれど当庁の事務担当者

とのヒアリングに応じたのは３社ございます。ですから、担当者レベルでのヒアリングにも応

じなかったところが３社あるというような状況でございます。 

【座長】 それも応じないというところが３社あったと。今までいろいろなところで雑誌の問

題や何かで業界団体に出てきてくれというようなことを言って、こういう反応というのは今ま
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でには余りなかったですよね。だから、自主規制といっても、とても自主規制は期待できない

グループということですね。それも大事な事項、正式に申し入れてこういう反応があったとい

うことはきちんと押さえておかなきゃいけないと思います。 

【Ａ委員】 携帯電話の関係について少し動きが生じてきたというご報告をさせていただきま

した。この研究会に出していただいた中間報告を私ども大量にあちこちに配らせていただきま

した。もちろん多くの議員の方々にも読んでいただきまして。はっきりいたしておりますのは、

国会での議論はこの研究会が出した中間報告がベースになって行われています。そういう意味

でこの研究会を立ち上げ、皆さんのご意見をいただいて中間報告をあの段階でまとめていただ

いたことが今の動きをつくり出したと言っても、まずそういう事実関係だと言ってよかろうか

と思います。もちろんそれはベースになっているわけではありますけれども、それ以後の大き

な動きは政治家のレベルでのそれなりの的確な判断もあってこういう状況がきているというふ

うに私どもは考えて。本当にやってよかったというふうに思っている部分でございます。 

 今後は事業者の皆さんの対応をきちっと見ていくということもそうですし、やはり親、学校

においての取組といったものも合わせて必要ですので、そうした点についてどれくらいそれを

促していけるのかということであろうかというふうに思っております。 

【座長】ほかに委員の方から、今の幾つかの報告についてご質問、それから何かご意見でもあ

れば出しておいていただければと思うんですが。よろしいでしょうか。 

 それでは、次のテーマといいますか、今日のメインテーマですけれども、本研究会としての

最終報告書の検討素案についてご議論いただきたいと思います。 

先ほど出てきました携帯の話につなげて、初めに携帯の部分だけ、新しくなった部分に関し

てご意見があれば伺って、ゲームとアダルトコミックの話を中心に今日はできれば議論したい

と思います。初めに携帯の部分、中間報告から書き直されております。最終報告にするに当た

ってこれについて、もちろんその前に全体にご質問あればということはもちろん質問していた

だくことを遮るつもりはないんですけれども。できれば携帯のところからまず切り取って話を

させていただきたいと。 

【Ｂ委員】 すみません、全体の質問というか少しコメントをしたいんですが、よろしいでし

ょうか。質問含めて。 

 これはバーチャル社会というタイトルをつけた研究会のことでもありますので、以前から私

は主張しておりましたが、従来の出版、テレビ等マスメディアと違うパーソナルメディアの特
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性が従来とは違った新たな子どもをめぐる問題を生んでいるという、そのあたりの認識といい

ますかアピールがちょっと弱いのではないかと前から申しておりました。 

 私の意見からしますと、冒頭の「デジタルメディアの発達は」というところが大変気になっ

ておりまして、これは私の希望でございますけれども、この「デジタルデータには」というだ

けでは不十分であるというふうにまず書き出しのところで思いますので、意見を述べさせてい

ただきます。意見というか、１つにはデジタルデータだけに限って問題提起をしているという

理由についてもお聞きはしたいと思いますが。 

 私の考えでは、ここで「デジタルデータには」ということで「などの特色がある」、これは

メディア特性であるというふうに考えられるかなと思って読んでいるんですが。問題はこうい

う特性を含んだ個別のメディア、注目すべきメディアとしてインターネットがあって、そして

そのインターネット利用は日本の子どもの場合はパソコンより携帯電話からの方が外国に比べ

て多いということですね、圧倒的に。その問題を、そのことについてパソコンからのインター

ネット利用と携帯電話からのインターネット利用についてこういうメディア特性があるという

ことを言うべきではないか。 

 特にパソコンからのインターネット利用と携帯電話からのインターネット利用というふうに

分けて明記をする必要があるというのは、携帯電話問題が我が国において今までの議論を見ま

しても特段に大きくここに注目をされているわけですから、これを区別しながら、いつでもど

こでもゲーム、アダルトコンテンツを含む、コミックも含むコンテンツを利用できるというそ

ういう特性を持っている携帯について明記した上で。研究会としては、従来のメディア以上に

この新しいデジタルメディアの特性を持ち、なおかつそれをベースにした携帯電話からのイン

ターネット利用が従来のマスメディアに比べて子どもたちに被害を及ぼしている可能性が高い

とかそういう傾向について重視すべきであるとか、せめてそのくらいの表現は冒頭に付け加え

るべきではないかと私は思うわけです。 

 判断力、自制力の弱い子どもがこのパーソナルメディア、マスメディアとは違う、従来のマ

スメディアの有害情報問題とは違うパーソナルメディア特有の被害問題が出ていることはもう

明らかであるわけですが、これはフィルタリング問題も関係してですね、従来のマスメディア

時代に比べてこのパーソナルメディア、携帯電話からの携帯インターネットというパーソナル

メディアが子どもたち自身が加害者、有害情報の発信者になる、既に現実はなっているわけで

すけれども、その辺が余り議論はされてなかったんですが。そのことについてやはり明記をす
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べきではないかと。 

 それから、更にこのパーソナルメディアの使わせ方は保護者にとって従来のマスメディア以

上に非常に難しいということも書いておくべきではないかというふうに私は思います。そうい

うことを明記しますと後で個別的にゲームあるいは携帯電話という個別メディアの問題を論じ

る場合の位置付けが容易になるのではないかというふうに考えます。 

【座長】 ありがとうございました。 

 基本的な視点として、この会のねらいをもう一回きっちりとらえ直すということで、ただ、

いろいろな問題が起こってきて、広い意味でバーチャル社会の問題の中のどの部分についてど

う答申していくかというのは今のニーズに合わせてというところがございまして、携帯もパー

ソナルメディアの側面ということを離れて、携帯によるいじめの問題とか、それについてより

強くメンションするような部分が出てきたりとか。大きなとらえ方はご指摘のとおりで、先ほ

どご発言いただいたのはメモをとっていただいてきちっとそれを入れていくということは当然

なんですけれども。ゲームの問題、それからアダルトコミックの問題等のすべてを、パーソナ

ルメディアの側からすべて切っていくという形にできるかどうか、ちょっと時間の限界もあり

ますし、必要に応じて全体の、このバーチャル社会のもたらす弊害から子どもを守るという枠

内ではもちろんきっちり入るということなんですけれども。 

【Ｂ委員】 私の希望ですので、それはお任せします。 

【座長】 それは踏まえてご議論いただきたいんですが。 

 では、今の全体の指摘を一応終えたということで、具体的に携帯のこの部分に関してのご意

見をどうぞ。 

【Ｃ委員】 しばらく休ませていただいたのでちょっともしかしたらピント外れかもしれませ

んが。パソコン、一般からのインターネット利用については特に章立てがないんですけれども、

例えばミクシィに代表されるソーシャルネットワーキングサービスですとかブログですとかそ

ういったものでトラブルですとか弊害といったようなものがあるのではないかという気はする

んですね。もちろん時間的な制約はあるでしょうから新たに章を立ててやるということはでき

ないだろうとは思いますけれども、そういう問題について何の言及もしないでいいのかという

のはちょっと気になります。 

 フィルタリングソフトのことが携帯電話のところにありますが、これはパソコンについても

当然必要なわけでございまして、先ほどのアダルトコミックなどのショッピングですとか掲示
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板を使ったいじめ等々もフィルタリングソフトをパソコンに入れておけばかなり利用しにくく

なるわけでございます。例えばフィルタリングソフトについて携帯電話で触れているときに、

これはパソコンでの利用についても当然同じようなことが必要なんだというくらい例えば触れ

るとか、何かできないかなということを考えます。 

【座長】 今のご指摘も大事なことです。ですから、もちろん入口としては携帯への意識が非

常に強かったわけですが、それ以外でもバーチャルにつながる問題は可能な範囲で視野に入れ

て。基本的にこれがいろいろな形で発展していく可能性もありますので、今のようなご指摘も

きっちり入れ込んだものにはできる限りしていただきたいというふうに思います。 

 それでは、よろしいでしょうか、携帯の部分ですね、中間報告で一応まとめさせていただい

て、それを土台に書き直して最終報告に入れるということを提案させていただいているわけで

すが。この部分の記述はやはりちょっと困るとか、新しくなった部分で特に、何かご指摘があ

れば今の段階で出していただいて。あとのところではゲームとアダルトの方に議論をまとめた

いと思います。 

【Ｄ委員】 いじめの現状というところで、「最近の子どもたちは些細な言葉であっても傷付

きやすい傾向がみられるが」というこの１行はいるんでしょうか。 

【事務局】 前回のご議論をもとに記させていただきました。 

【Ｅ委員】 その１行に続くその次の１行も含めてなのですが、ここでも傾向が見られると断

定されておりまして、断定するとなると何かデータが必要なのかと思います。避けておくのが

無難かと思うのですが、いかがでしょうか。 

【Ｃ委員】 最近、学校現場にうかがうとこの手のいじめがもう、中学校なんか大半はこれだ

と、携帯電話のメールによるいじめなんだというふうに先生方は口をそろえておっしゃってい

るんですね。もしかしてどこかにインパクトの強いデータがあるのではないかなという気がし

ます。すみません、私も持っていないのでもしあったらということでよろしいのですが。もし

何かあれば、現状はもっと進んでいるのではないかなという印象を持ちます。 

 ですから、Ｅ委員がおっしゃったような傾向についての基礎データがもしかしたらあるのか

もしれませんし。もし何かあれば入れていただければというふうに思います。 

【座長】 Ｄ、Ｅ両委員のご指摘で、これは削った方がいいというご趣旨なんですね。 

【Ｄ委員】 ええ。つまり私が言っていることは多分Ｅ委員の指摘の趣旨とは違うと思うんで

すけれども、この傷付きやすい傾向、現場の先生方はそうおっしゃっているのかもしれません
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けれども、例えばいじめなんかの場合ですと、言ってる本人はささいだと思っていてもたくさ

んの数が重なればやはりその受ける側にとっては本当に大きなダメージを与えたりそういうこ

ともあるので。 

 どうなんでしょうか、これはＦ委員に聞くのが一番いいと思うんですけれども。ささいな言

葉でも傷付きやすい子どもが増えたからこういう問題が起きるのか。だから、これを１行入れ

ることによって子どもが弱くなってることが原因なんだよという被害者の方に原因があるよう

にしちゃうことで、対策が、何かもっと子どもたち強くなれみたいな方向に行きそうな感じが

するので、この「みられるが」というのはなくても問題を指摘するときには、今の問題に集中

するときにはいらないんじゃないかなとちょっと思ったんです。 

【Ｆ委員】 実はこういうメール等を使ったいじめというのは自分も目の当たりにしてきたん

ですけれども、やはりショックなんです。これ傷付きやすいからショックを受けるんじゃなく

て、究極のショックなんです。それがサブアドレスとか非通知のショートメールで同時に10件

ぐらい来るんですね。「死ね」、「教室から出て行け」、それが誰か分からないんですよ。そ

れをもらった子はどんなに今まで威張っていた子であっても不登校になって学校に来れなくな

ったりするんですよ。それを誰が思っているのか全く分からない状況ですからね。そういう意

味では傷付きやすい子たちだからこうなるんじゃなくて、これ大人でもですよ、いきなりそれ

が来たらもうたまらない、そういう状況なんですよね。だから、それをかんがみて。もちろん

傷付きやすいというかナーバスな子は非常に多いんですけれども、これはどんな強い子でもボ

ロボロになっちゃうんですよね。これは教師として対応しても犯人が分からないんですよ、絶

対認めないですから、これはもう突き止めようがないところなんですね。 

 だから、そういったこの悪質性をより強く、これがどれだけショックなのかということを書

くことの方がＤ委員がおっしゃったとおり、そのとおりだと思います。 

【座長】 Ｃ委員がおっしゃるように、もうちょっとデータ的なものがあれば公開でもいいし、

断定するんだとちょっと裏付けが弱いというのもご指摘のとおりだと思いますし。ここのとこ

ろももうちょっと資料を集めて。 

 ただ、いろいろな委員のご指摘なんかを総合すると、やはり携帯メールでのいじめ問題が現

実にあることはかなりの確度で想定できるので、やはりここのところでそれをきっちりとなる

べく可能な限り裏をとりながら具体的に書いていただくということでお願いしたいと。 

【Ｅ委員】 いじめの問題は統計に出てきにくいというのが問題かと認識しております。なか
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なかいじめられていることは人に言わないということで、陰には大きな暗数があり得ると考え

たほうがよいように思われます。ここでは、いじめの問題性というのをむしろ指摘しておいた

方がいいかというふうに思っております。 

 たまたま昨日までスウェーデンとフィンランドに行ってまいりました。日本は携帯電話の技

術的な先進国ですけれども、もうあちらの方もインターネットにはつながるし、写メールもで

きるということで随分伸びてきておりまして、日本と同じような問題が生じているということ

でした。ただ、日本の方が３年進んでいるということでございましたけれども、同じような問

題が出てきているそうです。 

 ただ、その中でも一番問題になっているのは携帯いじめの問題だそうでして、これに取り組

むのが第一の課題になっているという話でした。これは全く推測ですけれども、向こうは、い

じられていることを人に言いやすいとか、もっといじめが表面化しやすいようなことがあって、

そのため早くからすごく注目されてきたということがあるのかもしれないと思っております。

日本でもあまり言われてこなかったように思うのですが、隠れていただけで問題は生じていた

のかもしれないと思っております。 

 それから、携帯いじめの問題としましては、まずすごく影響力が大きいということがあって、

これはすでに本文の中にも指摘されておりますが、もう１つ、陰に隠れて見えにくいというこ

とがあります。携帯の中で起こりますと本当に見にくいことになります。これもまた大きな問

題として指摘されているかと思うのですが、そのあたりを書くこともできるかと思います。 

【Ｂ委員】 関連して。私が今、研究室でこの３カ月間調査している傾向についてお話をしま

す。それは、携帯の誹謗中傷の書き込みがいじめというふうにあがってくるかどうかの件数が

とらえ難いということとは別に、子どもたちが使っているモバイルインターネットでこのメデ

ィアの特性から、子どもたちが行っている掲示板上でのささいな言葉のやりとりですね、その

文脈の中で、主に暇つぶしの中でやるわけですけれども、文脈の中で誹謗中傷の言葉を生みや

すいという、そういうプロセスを起こしやすいという特徴を持っているんですね。それはいわ

ばこのメディアの特性ですから、それは危険だというくらいの指摘は十分できるというふうに

僕らは考えています。全国の中学、高校の子どもたち自身が立ち上げている主に掲示板とプロ

フ遊び、これは新しい遊びですけれども、その遊びの中で子どもたちが匿名でネット上でやり

とりしている、最初は何でもない話が幾つかの条件が加わることによって誹謗中傷を生みやす

いという特徴を認めております。もしよろしければそこは参考にしていただければと思います。 
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【Ａ委員】 先ほどどなたかの委員がおっしゃいましたけれども、僕はよく知らないんですが、

こういう「死ね」とか、「学校に来るな」というのは難しいもしれませんが、こうしたいじめ

について何らかの技術的な方法でフィルタリングすることは可能なんでしょうか、このメール

について。 

【Ｆ委員】 これは不可能だと思います。本人が自分のメールアドレスと電話番号を友達に教

えている限りは、これはその言葉だけでフィルタリングするというのは多分不可能だと思うん

ですね。だから、その意味ではある一定の線引きを、強烈な線引きを１つ必要とすると思うん

ですね。その線引きがあれば、例えば先ほどもお話が出ましたけれども、ミクシィなんていう

中でもいじめが行われているんですね。あれは仲間しか入れませんから、紹介がないと。そう

すると、クラスの５人ぐらいでミクシィに入れるというグループを作るわけです。その中で次

に誰をいじめようとか、あるいは学校内でうわさを流すわけですよ。誰々はヤリマンだとかそ

んなうわさが中に入ってるわけですよ。その中で語られ放題なんですね。これはもう大人は入

れないですよ、そこに。更にその中で新しいターゲットを見付けるとそのまま移動していくわ

けですね、一人残して。そうすると、その子は一人、誰も書き込まなくて誰も入らなくなった

ミクシィの中に一人残っていて、今度は別のボックスでまた新しいいじめと。 

 こういうふうにこれはもう大人の手が入らないところにまでそういう問題が進行してしまっ

ている。だからこそ自分なんかすごく思うんですけれども、ここに出てきている学校とか業者

とかの話がありますけれども、保護者の責任というものをある程度、これは勇気がいるところ

ですけれども、明記するべきかなと、そんなふうにも感じます。 

【Ｂ委員】 今のことでちょっと私も補強したいんですが。まず、フィルタリングが効くかど

うかというお話ですが、基本的におっしゃるように私も効かないというふうに判断しています。

これはブラックゾーンではないですから。特にミクシィもソーシャルネットワークだけではな

くて、子どもたち自身が幾つかの掲示板で管理人となって、大人ではなくて子ども自身が管理

人になって遊び場をネット上で作っていくわけですね。その中で最初から誰かをいじめようと

いう、初発型と僕は名付けていますけれども、初発型のいじめの言葉を出すこともあるし、そ

れから先ほど私が言いましたように、暇つぶしで話しているうちにもっと刺激的な盛り上がり

をするために偶発的に文脈の中から現れてくるという２つのタイプがあるわけです。特に、会

話の中で偶発的に出てくる、もっと刺激的なという盛り上げ方をすると、そのサイトはアクセ

スを集めるものですから、そういう傾向が自然に発生しちゃうんですね。そういうメカニズム



 
9/39 

                           「バーチャル社会／第８回／06. 12. 4 ／議事録」 

 

になっているんです。 

 だから、偶発的に文脈の中から突然割れたガラスのような言葉が飛び出す。このようなコミ

ュニケーションの場ではブラックサイトとして最初から認められませんし、フィルタリングが

効くようなものではない。そういう誹謗中傷の言葉の現れ方のメカニズムを我々は知っている

ということを少なくとも子どもたちに、子どもたちは大人は知らないだろうと思ってそういう

一種の秘密基地みたいなものを作る遊びがこの１年間大流行しているんですが。そこは大人が

認識しているということをこの報告の中に入れておかなきゃいけないような気がします。 

【Ａ委員】 もしそういう認識をきちっと表明するとすると、それについてこのバーチャル研

はどうしたらいいのかということについて何らかの主張をしなきゃいけないだろう。そうする

と、フィルタリングはだめだということになると……。 

【Ｂ委員】 いや、だめではなくて、やらないよりやった方がいいだろうということです。 

【Ａ委員】 そうだけれども、多分難しいでしょうね。「死ね」という言葉だけをとらえても

なかなか外しづらいだろう。 

【Ｂ委員】 基本的にはそうですね。そういう意味ではね。 

【Ａ委員】 そうだとすると、そういう子どもが携帯電話をいじめだとか、先生がおっしゃる

ような様々な非人格的な、非人間的なそういう言葉を使っているという現状が広がって……。 

【Ｂ委員】 生みやすいメカニズムを持ってます。 

【Ａ委員】 メカニズムもそうであるだろうし、多分広がっているのであろう。そのことにつ

いて大人社会としてはどう対処したらいいというふうにいうんでしょうか。 

【Ｂ委員】 私は結論的には前から主張していますように、パーソナルメディア、特に携帯電

話からのインターネット利用は保護者の責任です。そこを強く打ち出すべきです。賢いお父さ

ん、お母さん方をサポートする社会的システムをつくる必要があるというふうに私は考えてい

ます。 

【Ｈ委員】 保護者の責任といったときに、では一体保護者として何をすればいいか。例えば

子どもにこういう状況が幾つか見られるときには子どもから携帯を取り上げるとか、そういう

具体的な例示のようなことをしないと、保護者の責任だよといって保護者はどうすればいいか

わからない。 

【Ｂ委員】 まず考えられることは、企業が説明責任、社会的責任を果たすこと。それから、

保護者に対して、特に携帯、モバイルインターネットは契約者が保護者ですから、本当のお客
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は子どもではなくて保護者であるという認識を持つ。これは私の、ドコモさんの方にも研究報

告の中で提案している内容です。 

 まず、企業が社会的責任を果たす、説明責任を含めて、フィルタリングも含めて。その上で、

買うときに保護者にちゃんと説明をする。それから次に、保護者が子どもと約束をして、おも

しろ半分に使うリスクを教えたり、アメリカで子どもがパソコンからインターネットを使わせ

るときと同じ常識を携帯、パソコンも含めてやると。子どもとちゃんと話をしてフィルタリン

グをかける必要性も保護者がちゃんと話をし、指導する、そういうための方法論を社会教育プ

ログラムとして提供することができます。私はそう考えています。例えばそういうようなこと

をアピールするということは意味があると私は思っています。 

【Ｈ委員】 今私が伺いたかったもう１つは、例えばさっきのいじめのような事例に子どもが

面しているときに、どういう兆候から親はそのことを判断して…。業者との関係というのはよ

く分かるんですけれども、そういうフィルタリング等が及ばない世界の中で子どもが迷路には

まりかけている事例というのは一体どういうケースなのか、こういうケースが幾つか見られた

場合には、この提言に、持たせるか持たせないかというときの判断材料として子どものどうい

う状況についてチェックをしなきゃいけないか、親が判断をしなければならないかということ

を、例えば事例でもいいから書き込めると、親は自分の責任として考えるよすがができるんじ

ゃないでしょうか。そういう意味です。 

【Ｂ委員】 その事例はあります。書き込む材料はあると思います。 

【Ｅ委員】 これは日本ではなかなか難しいかもしれないんですが、フィンランドで伺ってき

たところですと、これは携帯いじめだけではなくていじめ全体なんですけれども、ピアサポー

トの取組について国を挙げて行っているということでした。中学生など、クラスから何人かを

ピックアップして訓練をして、そういった人にいじめの防止に貢献してもらっているというこ

とでございました。効果的と認識しているようでした。 

 もう１つ、今、親の啓発ということが話題になっているんですけれども、携帯のいじめの問

題点として誰の責任かが分かりにくい、すなわち、保護者の責任なのか学校の責任なのかすご

くあいまいであるということがあると思います。ですから、かなり徹底して誰の責任かという

ことをはっきりさせておかないと、お互いが向こうに責任があるとしてしまうことが心配され

ます。学校の先生は親の問題だとして、一方、親の方は学校で取り組んでいるんでしょうとい

うふうになりかねないので、親か学校というよりも親も学校もという形でとにかく大人がすべ
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て責任を持つという形でないと問題が生じるのではないかというふうに思っております。 

【Ｂ委員】 おっしゃるとおりに、基本的に親に責任があって、しかし親だけではだめだから

地域の親同士が助け合い、かつ学校と共同するというのが原則だろうと思います。 

【Ｄ委員】 携帯電話購入時、親がちゃんとその場にいて、つまり単に書類にサインするだけ

じゃなくて、買う手続の場に親がちゃんといたかどうかというのはデータはあるんですか。 

【事務局】 ありません。 

【Ｄ委員】 Ｂ委員に伺いたいんですけれども、親が立ち会わないで子どもだけで、つまり親

のサインだけもらって書類を作って、それを持っていって買うような事例というのはかなり多

いんですか。 

【Ｂ委員】 実態は多いと我々は判断しています。 

【Ｄ委員】 でしたら、例えば携帯電話を買うときに18歳未満、18歳までの子どもが買うとき

には必ず親が立ち会って、その親に対して直接説明をしなければいけないとか。例えばさっき

のフィルタリングなんかも子どもにだけだったらいくら説明してもほかの子だってやってない

んだし……。 

【Ｂ委員】 むしろやりたいんです、子どもは、インターネットをしたいんです。 

【Ｄ委員】 子どもはそんなの嫌だと言うに決まってるわけですよね。むしろやはりその説明

をしなければならない相手は親であって、親が責任を持つのであれば親に説明をしなければい

けないわけですから、携帯電話を買うときには必ず親が立ち会って、その親に対して説明しな

ければいけないという、そういうのを１つの案として書き加えるということはできるんじゃな

いかと思います。 

【Ｆ委員】 この親の責任、これは親だけですかね、小諸で起こった小学校６年生が30数歳の

男とどこかに行って、あれも家のインターネットなんですよね。やはりこれは親のことについ

て確認しなきゃいけないことが幾つかあるんですけれども。 

 その中の１つとして、この間ちょっと私自身がふとした経験をしたんですけれども。車を駐

車場に入れたとき、駐車場内での盗難には当方は一切責任を負いませんというのを見たんです

ね。それを見たとき、あ、荷物持っていこうと思ったんです。例えば契約のときにインターネ

ットの弊害を業者が書いてあって、インターネットにはこういう弊害がありますと、この利用

については保護者の責任として監督してくださいと一文入れただけでも、それは大変なものな

んだなということでの意識というのは、多くの善良な親だったら考えると思うんですね。あ、
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保護者の責任で監督しなきゃいけないんだと。これは今は誰の責任でもないから子どもの自由

に委ねられている部分というのが非常に一番怖い。ですから、その一文で責任を明記されてい

るだけでも随分また変わってくる。確かに小さなことかもしれませんけれども、そういうこと

の積み重ねしか今何かできないような気がするんですね。だから、この一文に誓約書に判子を

押すとか、契約のときに誓約書みたいなものがあるときに、あ、保護者の責任でこういう弊害

があるんだなと。責任と言われると、どういう責任というふうに人ってきっと思うと思うんで

すよね。 

 だから、そういうことを業者にもお願いしながら、親と業者の誓約書、今は名前だけ、承諾

書ですね、その承諾書の中で責任を明記する、親の責任として監督するんだという前提を線と

して示すということはある意味では小さなことかもしれないけれども、すごく意義のあること

のような気がします。 

【Ｉ委員】 最初に携帯電話のところを話し合ったときに出てきたところかとも思いますが、

結局匿名じゃないにしてもメールとか中で過激になっていくということが過去に確か話し合い

で出てきたかと思います。その点についての指摘というのが結局ないままでこの記述になって

いるように思うんですね。子どもの携帯電話の悪用による被害の深刻化というところがポイン

トなのかなと思うんですが。先ほどの話にもありますように、私の経験でもメーリングリスト

でやって大勢の100人にもなったときに、１つの文章が出てしまったらそれに対する感情的な

反応というのは大きくて、本当に大変なことになってしまいます。まさにメールの使い方を、

大人でも学習してやってる状況なものですから、そこら辺のところの注意喚起というのをして

もいいのではないかなというふうに今更ながら思うわけです。私の印象として思いました。 

 それで、その上にそれをまた親にもちゃんと伝えて、どういうものを持たせるのか、子ども

に対して。子どもが持っているものの危険性についての認識のところがあってもいいのではな

いかなと思いました。 

【Ａ委員】 やはりいじめの問題をここに書きますと、これに対してどう対応するかというこ

とについて、この研究会がどういう提言をしてくれているかというのはきっと興味深く見られ

るだろとう思いますので、少しいじめについての現状、それから対策についての現状、それか

ら今後の対応について、関連のある場所にそれぞれ散りばめて書いていくように準備をさせて

いただきたいと思います。 

 その際に、現状についてはもう少し調べてみますけれども、ないときにはこの委員の中から
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の意見として、例えば今、Ｆ委員がおっしゃったような、こういう使われ方をしていて、ここ

に大人社会が入れないでいて、その現状は大人社会が想像している以上の状況になっていると

いう意見も出されたとか、そんな形で、なるほどそういうこともあるのかもしれないなという

ようなことが分かるような形で、この現状については書かせていただきたいと思います。 

 また、対策の現状と課題の保護者のところには、今のＢ委員のご意見も踏まえて、このメデ

ィアの持っている特性からこういう人を批難したりするようなことに非常に使われやすくて、

いじめにも結構使われているんだということについて保護者が余り知らないということもここ

に書かせていただいて。学校についても、何か学校について知らないと言っていいのか、見て

見ぬふりをしているといっていいのか、そこはちょっと考えますけれども。何かちょっと学校

についても、こうした携帯電話がいじめの問題にも持ち込まれていることについて危機感が乏

しいというようなことも書かせていただくような形にして。 

 そして、対応のところ、最後のどうしていくのかというのは、これまでの枠組みを崩さない

形で、持せるか持たせないかというところだとか、携帯電話がもたらす危険性についての理解

促進のところが中心になるでしょうか。何か工夫していじめという問題を少し意識したような

形のものを書かせていただきたいと思うんですけれども。 

 そのときに、これは１つご意見をいただけますでしょうか。結局今、Ｆ委員のお話にもある

んですが、携帯電話でいじめられている子どもたちは非常に大きなショックを受けるけれども、

そのショックを誰にも伝えられないで学校の中でも保護者の中でも誰かに言われているかもわ

からないし、もう中身が余りにもひどすぎてオープンにできないというところで１つ閉じこも

ってしまうことがあるんだろうと思うんですね。そういう携帯電話のいじめの実態を見つけた

ときには当事者、被害者である当事者ばかりでなくて、知った人たちの、その問題を積極的に

学校現場あるいは地域社会でオープンにして問題を取り上げていくというようなことについて

も検討されるべきだというふうなことを書いてもよろしいでしょうか。 

【Ｃ委員】 Ａ委員がおっしゃった学校に危機感が乏しいということについては、私は否定的

な考えを持っております。生徒指導関係の先生方のお話を各地でうかがいますと、もうこの手

の問題の対応が非常に重要であるということを皆さんおっしゃる。もうあの手この手を尽くし

て書いた人を探したり全体に指導したりしているということをうかがっております。もちろん、

例えば学習指導要領に載っているかとかそういう話になれば別でしょうけれども、学校現場と

してはこれが一番重要だと最優先課題として努力しているということがあろうと思います。 
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 もし書いていただくのであれば２つあり得るかなと思うんですが。１つは、公開されている

インターネット上の掲示板に学校から削除依頼をしても全然削除はされない。連絡がとれなか

ったり連絡がとれても何週間も待たされるというようなことがありまして。この点で学校の先

生方は非常に困っているというふうに聞いております。ですから、掲示板を設けている業者の

責任というところは１つはあるかなというふうに思います。 

 もう１つは、ネット上での悲惨な経験について、Ａ委員もおっしゃいました、相談をすると

ころがないということですが。ボランティア等でいろいろと相談を受け付けているところもあ

って、それはそれで相当に頼られている部分がある。そういうものを充実させるとか、あるい

は子どもたちに周知していくとか、そういう方向もあり得るだろうと。例えばそういうことを

書いていただいて、余り学校に危機感がないという言い方は削っていただきたいなというふう

に思います。 

【Ｊ委員】 このいじめのところまでくると何か保護者の責任とかというよりもやっている子

どもたち自身にそのことを教えていかなくてはいけないと思うんですね。これはやはりもう犯

罪ですよね。いわば間接的攻撃というわけで、誰がやってるかが分からなくて、しかもちょっ

と書き込むだけですごい最大の効果を挙げることができるというところがすごい快感なんだと

思うんですけれども。それに対してやり返されることがないし、見付かることもないし、制裁

を受けるところもないというところからどんどんエスカレートするんだと思います。 

 受けた方はささいなことだって一笑に付されちゃうか、しかもトークバックできないし、そ

れで何の打つ手もないからこそダメージも大きいんだと思います。したがって、基本的にはこ

れがもう犯罪なんだということを子どもたちにもきちんと、子どもたちにも大人にも社会にも

きちんと定義していくということと。それから、掲示板に載せられたら掲示板をきちんと削除

するように対応をとるべきであることとか。 

 それから、先ほどＥ委員の方からピアサポートという言葉が出ましたけれども、これは具体

的にどうやっていくか分かりませんが、こういう被害を受けたものがその不当性というものを

周りのみんなが認めるというか、それは被害なんだというふうにきちんと認識できるというよ

うな土壌というかそういったものが必要かなと思います。 

【Ｂ委員】 参考までに１ついいですか。手短に。群馬県では先月、生徒指導と校長、それか

ら県警、教育委員会が集まって県内の子どもたちのネット有害発信に関する連絡協議会をつく

りました。主には掲示板、子どもたちが立ち上げる掲示板遊びをモニターし、そこで悪い情報、
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悪質な情報に対してつぶしていくという協議会です。 

 特に子どもたち自身が管理人をやっていますから、多くの場合は子どもたち自身です。大人

ではなくて。わいせつ情報発信をしている子どもたち自身、管理人に対してこれは犯罪だよと

いうメッセージを送り、場合によっては管理人と直接会って説得をするという試みを始めてい

ます。 

 それから、その子どもたちの管理人たちを手のひらで遊ばせている業者、その業者に対して

は県として協力してほしい、青少年健全育成だからこれは協力してほしい。個々の学校でのネ

ットいじめ問題を集約して一括して県単位で業者に世論をつくってぶつけていこうということ

を始めました。よろしければ参考にしてください。 

【Ｅ委員】 手短に。親へのところですが、私は提案として、明確なルールを定めておきまし

ょうねと親に言うのではなくて、性犯罪やいじめといった暴力があなたの子どもの携帯にやっ

てくるんだということを知ってもらう、携帯から暴力がやってくるんだと。そうなった場合に

はまず親に必ず言うようにルールを定めておくとか、私は分かりませんけれども、そういうの

が来た場合には子どもに携帯を使わせないべきではないかとか、取り上げるとか、そこまで踏

み込んだ提案をしないと親が考えてねというのでは余りにも素人親にとってはアイデアがない

のではないでしょうかと。こうしたことを書き込んだらいかがでしょうかということを提案し

たいと思います。 

【座長】 メッセージとして明確なものというのはおっしゃるとおりですし、そういう被害が

あるというのを親に自覚させることをもっと前に出すということと。あとその裏返しとして何

人かのご指摘あったように、いじめは犯罪であって、それをきっちり知らしめるということで

すね。これをもうちょっと書いていくということと。あと、ネットの特性としてそういう行き

過ぎが出やすいというようなことも踏まえて。ただ、最終的にいじめのメールみたいなものと

いうのは反社会的行為であるということをもうちょっと出した方がいいということだと思いま

す。 

 大分前に携帯の議論をしてきましたので、その後また事態がいろいろ動いていることもあっ

てまとめる側としてはちょっと大変なことになってしまう面もあって申し訳ないのですが、ゲ

ーム、それからアダルトコミックの方についてもご議論があることが分かっておりますので、

携帯については今いただいたような方向で原案をもうちょっと修正して。特に今日の議論でも

分かりましたように、メールを使ったいじめ問題が思った以上に深刻であって、それは前の段
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階ではそんなに議論してこなかったんですね。それについて可能な範囲で書き込みをして、そ

れに対して父兄に対してのメッセージ、それから一般に対するメッセージをもうちょっと出す

という形で。基本的にはここはご議論いただいた中間報告を土台にしたいと思いますので、今

のような補いで前に進めさせていただきたいと思います。 

  それでは、次にゲームについてでございます。この部分についてがまさに今日本当は時間

をとってご議論いただきたかったところです。もちろん携帯も大事なんですけれども、新しい

部分を含みますので。これについてどんどんご意見、ご指摘をいただきたいと思います。 

【Ａ委員】 これ、確かCEROの方の説明の中に、従来のレーティングに加えて18歳未満の子ど

もたちに見せたくない有害なものという基準を見直すという作業が新たに今年になって始まっ

たということ。そして、それについては販売店あるいはレンタル店に厳格な指導がなされるよ

うになっていて、販売店もそれに従った例えば区分販売だとかそうした取組が行われ始めたこ

とについてこれは記述がないんだけれども、それは何か理由があったんですか。 

【事務局】 基本的には別紙で年齢別レーティング制度ということを紹介するような形にさせ

ていただきました。 

【Ａ委員】 それは特段に理由がないのであればそれは非常に大きなことで。単にレーティン

グをしてきたのは今までも同じようにやってきたので、それを社会情勢の変化を踏まえ、暴力

表現に関する審査強化を基本とするレーティング制度の見直しを行い、18歳未満の子どもに有

害な図書、ゲームについては従来よりもきちっとした表示をし、販売の仕方をするようになっ

てきたということがそれはすごく大きな変化で発展でありますので。そういうことがないとい

くらレーティングやってみたところで今までどおりならばレーティングしているだけという、

そんな状況が続いていたところ新たな取組が始まったということについて、対策の現状のとこ

ろにもそれはきちっと書いていただいた方がいいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

【Ｇ委員】 ゲームが子どもにどういう弊害をもたらすかということですけれども。主に暴力

というと肉体的暴力なわけですけれども。やはり肉体的暴力だけじゃなくて言葉の暴力もあり

ますし、攻撃的行動全般。行動だけじゃなくて、攻撃的感情とか攻撃的な認知、それを高める

ということが、後で紹介するレビューにもまとめられてますけれども、いろいろな研究で裏付

けられていて。その攻撃的な認知、感情の部分が非常に重要で、ほかのメディアの影響も相ま

って攻撃的行動を引き起こしたり過剰な反応を起こしやすい土壌をつくるという部分で関係し

ています。そういう敵意を抱いて人間に接する、あるいはスケープゴートを探したり、誰かを
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ターゲットにして、そしてそこで快感を得ることで自分がちょっと救われるような攻撃的な認

知とか感情を生むという部分も非常に重要だと思うんですね。 

 それと同時に、援助的な行動を低下させるということも１つ確立されてきている部分で。い

じめがどんどんエスカレートして深刻化する背景には誰かがターゲットになったら誰もちょっ

と手が出せない、手を出すと自分もターゲットにされてしまうということでそれでどんどんそ

の子が孤立して深刻な状況に追い込まれていくというところがあるんですね。 

 だから、援助的な行動、困っている人がいたらそれを助けるということが抑えられてしまう

という、そういう影響も従来の研究で言われていることなので、ぜひそれは盛り込んでいただ

きたいなと思います。 

【座長】 おっしゃることはよく分かったんですが、攻撃思考を促進するとか何とかという記

述はあるけれども、これが弱いという、もうちょっと詳しく書けということですかね。 

【Ｇ委員】 そうですね、攻撃的な認知という部分では正当化するとかいうのは入っていると

思うんですけれども、もう少しその辺丁寧に扱っていただいた方がいいんじゃないでしょうか。 

 それと、実証されつつあるいろいろな理論の中でここに挙げられているのは主に行動心理学

的な側面から見ているものですけれども、最近ニューロサイエンス的なアプローチで、脳の活

動自体を見て、攻撃的な行動がそういう共感性とかを抑えてしまうメカニズムも明らかにされ

てきています。ですから、そういう部分もできたらちょっと神経科学的な研究によってもそう

いう裏付けが徐々に進んでいるという記述があってもいいかなとは思います。 

【Ｂ委員】 事務局の方に質問があるんですが、最近出ている最新のゲーム専用機がフィルタ

リングなしのインターネットターミナルであるという実態から、もう既に相当数売れているこ

とは間違いないので。もしそうであればゲームのパッケージを売っているところで売る売らな

いのではなくて、子どもたちがこれを使って容易に18歳以上ですといってクリックすればどん

なコンテンツでも入ってしまう可能性があると思うんですが。その辺は視野に入っていますで

しょうか。 

【事務局】 現時点では書いておりません。 

【Ｂ委員】 そうですか、それは入れておかないと。つまり、この問題はかなりスピードが問

題なんですね。例えば夏休み以前に話し合ったことと今とはかなり違う、そのくらい速いんで

すよ。ですから、これを出されたときにちょっと先を読むぐらいで問題の指摘を最小限してお

くことは必要だと思いますので。必要でしたら情報提供しますので。 
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【Ｅ委員】 区分陳列の実現の比率とかそういったことはCESAの方で調査をしているというふ

うに伺っておりますので、問い合わせれば数字の方はくるかと思います。 

 それから、言語的攻撃など、攻撃行動のほかの攻撃性の面についてということですが、攻撃

行動が最終的にはこういった問題のゴールで、また、すでに攻撃行動等となっていますので、

ここに含まれているというふうに理解をしておりました。ただ、認知とか感情面を指摘するこ

とは、それはそれで誤りではないことと思います。 

 それから、援助行動を低める、攻撃性を高めるということでいじめにつながるのではないか

ということですが、いじめそのものがゲームの暴力シーンによって起こっているという研究そ

のものは、私はまだ見たことがないんですけれども、そういう暴力性の高まりとか援助行動の

低下がいじめにつながる懸念があるという、あくまで懸念ということであれば、慎重な形であ

れば書いてもよいのかというふうに思います。 

もう１つ、これはよくテレビの方で言われてきたことで、脱感作理論というふうに言うんで

すけれども、激しい暴力がメディアの中ではあり、人が人に暴力を振るうことに慣れてしまう

という議論があります。これがいじめの傍観者を作るかもしれないという可能性が指摘される

ことがありまして、これをむしろ懸念として指摘できるかもしれません。 

 それから、幾つか細かいことがあるんですけれども、まず、役割演技性・参加性というとこ

ろで、遊戯者が主体的にゲームに参加し、主人公の役割を演じながら暴力を振るうことを体験

すること、そして怒りを感じたような場面で暴力を振るうことに慣れ、その結果、現実世界で

の攻撃行動に対する抵抗感が減少することとございます。私の理解ですと、むしろ現実場面で

怒りを感じたときにいろいろな選択肢がありえるのですが、すなわち、我慢することもできる

し話し合うこともできるし、しかしそこで暴力を選択してしまうというのが、暴力をあらかじ

め擬似的な環境で体験していることによって引き出されてしまうということと理解しておりま

す。そうしますと、今、怒りを感じたような場面で暴力を振るうことになるというのがあくま

でゲームの中での体験ということになっております。むしろ現実場面で怒りを感じたときの選

択がどうかという問題であると私は認識しておりまして、そうしますと、例えば、「そのため、

暴力を振るうことに慣れ、その結果、現実世界で怒りを感じたとき攻撃行動をとりやすくな

る」というのが私の理解でございます。 

 それから、２つ目なんですけれども、暴力への報酬性・正当化とありまして、主人公の暴力

に報酬を与えるようなゲームの中では暴力が正当化されることにより遊戯した者が暴力行為を
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肯定的に認識し得ることとございますが。報酬が与えられることと正当化されることの両者が

暴力行為を肯定的に認識することの原因だというふうに私どもの領域では考えられております。

報酬を与えるというのは例えばゲームで相手を倒すと得点が得られるとか、おもしろい音楽と

か映像が出てくるということで、正当化されるというのは、例えば親のかたきで相手を討つと

いうものになります。そこで、例えば文章としては、「主人公の暴力に報酬を与えたり、それ

が正当化されるゲームの中では、遊戯した者が暴力行為を肯定的に認識し得ること」というの

が私の理解でございます。 

 それから、ゲームの特性により子どもが暴力行為等を行う危険性が高まることというのと、

暴力的なシーンにより子どもの攻撃行動等が促進されうることが実証されつつあることという

のはあえて分けなくてもよいかと思っております。すなわち、前者は理論的というんでしょう

かこういう可能性があるという話で、後者はそういうデータがありますよということであり、

その議論の流れは同じ方向で、統合していいかというふうに思っております。 

 むしろ先ほどＧ委員から理論のところをもっと詳しくというお話があったのですが、私はむ

しろこれは学術的なものではないということもありますし、これは本当に書き出しますと詳し

く書かないといけないことになります。例えばカタルシス理論というのはむしろ暴力性を低め

るという方の理論でございまして、これが全体でどういう位置付けになるかということがあり

ますし、それから、社会的学習理論が暴力を模倣することとなっており、これはいいとしても、

認知的新連合理論には暴力的な考え方になることというだけではなくて、いろいろな理屈がご

ざいます。 

 ですから、そういうことをやりだしますと細かくて、一般に向けて出す報告書には不向きで、

むしろ様々な研究が進んでいるというようなことだけ簡単に書くのでも私はよいかというふう

に思っております。 

 それから、その次の段落で、遊戯する子どもの性別によって影響の方向性や大きさが異なる

とありますけれども、実は性別によって効果が違うということは現在のところ若干ですがあい

まいなところがあると私は認識をしております。ですから、特段の必要性がなければ、除いて

おく方が無難なのかと私は思っております。 

 次に、細かいところで大変申しわけないんですけれども、「眼精疲労や視力の低下が見られ

ることや、集中力等が低下すること」というふうにございますが、一般的にゲーム遊びをする

ことによっていつも集中力が低下する人間ができるという研究知見については私は余り知らず、
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ゲーム遊びで疲れたために、その後しばらくきちんとした仕事がしにくいということなら、認

識がございます。ですから、この集中力等が低下するという文言の集中力の前に、例えば「ゲ

ーム後の活動において」を入れておきますと私も賛成できるということでございます。 

 それから、次に「他者との対面でのコミュニケーションの機会が著しく損なわれ、社会性が

低下すること」とありますけれども、今までの研究では、社会性の低下については実証が強く

ないということがありまして、ここは、オンラインゲームが今後普及していくことに伴って非

常に長い過剰利用が生じたときにこの問題が懸念されてくると了解しております。そういうこ

とからしますと、今の文章では、著しく損なわれというのがもうゲーム遊びから必然的に出て

くるような感じに読めるのですけれども、これは例えば他者との対面でのコミュニケーション

の機会が著しく損なわれた場合、社会性が低下することという表現であれば私も許容できるか

と思っております。 

 次に、「一般的な保護者とは子どものゲームの遊戯時間を把握しておらず」とございますけ

れども、それを把握している保護者もいると思っておりまして、一般的というのは少し強すぎ

る感じがしております。「子どものゲームの遊戯状況を把握していない保護者もおり」という

くらいでどうかと思います。 

 それから、地方公共団体のところで、「しかし」とございまして、「これ以外の暴力的なゲ

ームについての社会的な関心はあまり高くはない状況であり」とありまして、これはＧＴＡⅢ

以外のものに対する関心がないということかと思いますけれども、実は関心そのものはあると

思うんです。有害図書としての個別指定はされてないとしても、関心はあるというふうに思っ

ております。それから、団体指定の措置、すなわち、CEROのレーティングで18歳以上のところ

を団体指定しているところもありますので、少し表現を工夫する必要があるのかなというふう

に思っております。 

 それから、「こうした危険性については、保護者や学校等においてしっかりと認識が共有さ

れておらず」とありますけれども、これは先ほどのＣ委員の話と少し通じるかもしれませんが、

学校についてはやはり問題性はあるというふうに認識はしておられるんだと思います。対策が

なかなか進んでいないということはあろうかとは思うんですけれども。少し表現の工夫の余地

があるかというふうに思いました。 

【Ｈ委員】 手短に。Ｇ委員とＥ委員の話に関連して。報告書全体への提案なんですけれども、

私はこの素案の脚注が比較的豊富なところは大変好感触に思っております。つまり、こういう
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議論に対して印象論ではなくいろいろな様々な事実に基づいて議論しているんだということを

示すことはとても大事だと思います。その意味で先ほどの「暴力的なシーンにより子どもの攻

撃行動等が促進されうること」というのに関して実証されつつあるとか成果が指示されたとす

れば、それはこういう研究があるんだということをきちんと脚注か何かで示すことはとても大

事だろうと思っております。親としてはゲームが暴力性に影響があるかどうかということを知

りたいわけで、こういう研究がちゃんとあるんだということを知ることもとても大事だと思い

ます。しかも、それがもし相当あるのであれば、場合によってはこの部分については分量がま

だ少ないという話があれば、アペンディクスか何か作るにして、やはりちゃんと研究があるん

だ、そういうことを踏まえて議論しているんだと。また、場合によってはこのゲームが暴力性

に与える影響というのはいろいろな角度から様々な意見もあるんだということも含めて脚注か

アペンディクスできちんと書き込む方が、むしろこの報告書のパワーといいますか説得性を高

めるのではないかなという、スタイルについての提案です。 

【座長】 今のことに関しては、どこまで詳しく書くか、一般人向けのものとして、なるべく

両立させて、本文を途中で分けるとかいろいろなやり方はあると思いますけれども。ただ今日

はもうかなり詳しく、今、Ｅ委員からもご指摘いただいたようなこと、それから先ほどのＧ委

員からのご指摘も踏まえて。両方が完全に調和するわけでもなくてぶつかるところがあってど

こかで線を引かなきゃいけないというところはありますけれども、各委員の最大限の調和とい

うのを求めてやっていきたいと思います。 

【Ｄ委員】 ゲームに関しては業界の方のいろいろな審査があってそれにパスしないと普及で

きない。その結果非常に問題のあるものを売るのはごくごくわずかになっているというこの実

情、取組の結果こうなったというプラスの情報も入れておいた方がいいと思うんですね。とい

うのは、このあとのこのアダルトコミックの問題も、こうやれば業界団体の努力によってある

程度効果は出るんだということが言えると思いますし。それから、ゲームに関する業界以外の

方がこれを読んだときに１つの参考の事例ともなると思うので、やはりそのプラスの情報も入

れておいた方がいいのではないかなということと。 

 それから、先ほどＢ委員の方からお話がありましたハードの問題ですよね。私たちどちらか

というとソフトの方ばかりに関心があったと思うので、やはりハード、ゲーム機がそういった

問題点を含んでいるのであれば、例えば販売店では売るときに年齢を確認した上で、未成年あ

るいは18歳以下の子というのはフィルタリングのかけたものを売るように進めていくとか、何
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か提言があってもいいかなという気がしました。以上です。 

【Ｉ委員】 先ほどのＥ委員や、それから前回の議論がメインで、特に問題があるからゲーム

にのめり込むのか、ゲームにのめり込むことが社会性を失うのかという因果関係の問題という

非常な問題がありました。それに尾を引いているところあるかと思いますが。対策をとること

が必要であるということで「ゲームが子どもにもたらす弊害についての子どもや保護者の理解

が深まるよう、ゲームに関する家庭や学校における指導を強化すべきである」と出ていますが、

結局ここだけ読むと何なの、誰が何にどの程度のことを言うのというのが今一つよく分からな

かったんですね。そして、それはどうしてなのかなといえば、やはり先ほどから出てくる実証

的な研究でどこまでのことが言えるのか言えないのか、そこら辺のところが今一つよく分から

ないからだと思います。特にここにある子どもにもたらす弊害について理解が深まるようにと

いうような書き方をしているんですけれども、このゲームをやることでどうなるのか、少なく

ともまだ結論は出ていないにしてもどうだということを教員の方とか保護者も分かった上で説

明しないと、ゲームはだめだと言っても子どもたちは理解できないと思うわけです。そこのと

ころの流れですね、今までの前半の部分と、それからここの誰に何を言うところまでを指導す

べきなのかという流れが、もう少し説得力があるといいなと全体を読んでいて思いました。 

【Ｃ委員】 １点目ですが、ゲームのハード的な種類がもう少しあるわけですよね。例えばア

ーケードゲーム、いわゆるゲームセンターのゲームがあって、これはまた中学生などの生徒指

導上の問題になっているということがございます。一方で携帯用ゲーム機の普及でもって家で

だけやっていたゲームがどこででも行えるようになって、観光地に親といてもゲームをやって

いるなんていう子どももいるわけですよね。そういう状況、あるいは携帯電話でもゲームが大

分高機能のものができるようになってまいりまして、電車の中等で携帯電話でゲームをやって

いる若者の姿というのは大分見られるようになってきました。こういった様々なハードウェア

というか状況の中でゲームが行われる中で、特にゲーム機の問題とパソコンのゲームの問題を

ここでは言っているんだというようなことを言っていただくといいかなと思います。 

 ２点目ですが、今後の対策についてなんですけれども、やはり私も具体的に何をしていいか

分からないということがあります。これは恐らく調査研究がもっと必要だということがあるん

だと思います。１つ観点として欲しいのは、深刻な問題があるのは割合からすると恐らく１割

とか２割とかという全体からすると余り多くない割合の子どもたちなんだと思います。つまり

ヘビーユーザーですよね。ヘビーユーザー以外の子どもというのは一定の年齢になるとほぼ卒
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業していくというか、まあまあときどきはゲームやるかもしれないけれども余りやらないとい

うふうになっていきますので。ヘビーユーザーに対して、例えば業界団体のご協力をいただい

て、ゲームクリエーターがヘビーユーザーに対してメッセージを発するとか、そんなような対

策も今後考えられる必要があると私は考えております。 

 ですから、少なくとももっと調査研究をした上で対策をとっていかなければいけないという

慎重な書き方にしていただければと思うことと。その１つの方向として子どもをいっしょくた

に見るんじゃなくて、ヘビーユーザーに特に注意して考えていく必要があるんじゃないかとい

う可能性を示唆する、そんなあたりもご検討いただければありがたいと思います。 

【座長】 ゲームの部分についての報告案。先ほどご指摘いただいたところですね、大きくは

２点で、今までのゲームに関しての学問的な成果をどこまで書き込むかという問題ですね。そ

れと後でつながるんですが、結局特に家庭や学校に対してどういうメッセージを送るか、それ

をどう具体化するか。それとどういう害があるかということの問題の結び付きというのは非常

に微妙な面があるわけですけれどもね。 

 やはりここで書かれたようにもうちょっと具体的にこういうことをするということが書けれ

ばいいわけですけれども。先ほどのご議論にあったように、一定の問題があるということの共

通のあれはありますけれども、それのデータとしてどこまで裏打ちがあるか。こういう研究が

あるということは注で付けるというご提案があって、そういう形で示しながら、先ほどのＡ委

員のお話にもありましたけれども、ある程度提言の具体性がないとどう動いていいか分からな

いということはございますので、その方向で原案を修正するというご意見を伺って。もちろん

ゲームの業界もありますので慎重にやらなきゃいけないところはもちろんきちっとやるという

こと。 

 それともう１つのまとめとしては、ソフトの問題の前提としてのハードが動いているという

ことを書き込めないかと。ただ、全く新しく議論をやっていくというのは難しいですので、頭

のところでゲームのハードについて大きな動きがある中でこういう問題があるというような形

でまとめていくという準備をしていただければと思うんですが。 

 先ほどの話をちょっと強引に整理したところありますけれども、それに対しての批判も含め

て議論を続けていきたいと思います。 

【Ｊ委員】 ゲームが子どもにもたらす弊害という項目中の、「子どもがトラウマを受けるこ

となどが懸念されている」というところなんですけれども。ここもちょっと私には唐突で、や
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はりゲームというのは自分がコントロール感を持てるからゲームにのめり込むのであって、ト

ラウマというのはコントロール感を失うからトラウマになるのであって、ここまで言える根拠

はあるのかなというのはすごく疑問に感じました。 

 その流れの中でＥ委員やＧ委員が指摘されたように、ここのゲームが子どもにもたらす弊害

のところはやはりきちんと言えるところを言って、言えないところには慎重になって説得力が

あるように書くことが必要だなと思ったということです。 

【Ｇ委員】 今のご指摘は確かにそうだと思います。ここはメディアバイオレンス全体につい

て言われていることがここにちょっと唐突に入ってきているんだと思いますね。だから、むし

ろ例えば小さい子どもさんが大人が見ているテレビを偶然見て、あるいは映画を偶然一緒に見

て、その怖いシーンから非常に強い印象を受けるとか、そういう場合の方が当然多いでしょう。

もちろん大人が怖いゲームをやっていて血が飛び散るようなゲームをやっていて、それをたま

たま一緒に見た子どもが非常に強い印象を受けるというそれはあり得ると思うんですけれども。 

 トラウマというのは通常かなり強いものを指すふうに使うのが精神医学的には通常なので、

その辺の適切かどうかというのは微妙だと思いますけれども。ただ確かにそれによって影響を

受ける子がいることは確かだと思います。ちょっとこの辺書き方があると思うんですけれども。 

 それで、先ほどからいじめの問題ですね、それとそれに対してバーチャル研究会としてどう

いうふうな提言をしていくか。さらにはその予防として何か実効性のあるもっと具体的な提案

ができるのかとか、そういう問題とも絡むのですが。ちょっと英文の資料を配布させていただ

いているんですけれども、それについて少し参考になるかと思いますので、簡単に紹介させて

いただきたいと思います。 

 「Hostility Among Adolescents in Switzerland?」という論文です。これはスイスで行わ

れた結構大規模な調査で、4,222人の児童を対象にして十三、四歳の生徒さんを対象にして行

われたものです。いじめ自体を取り上げた研究というのは非常にまだ少ないんです。私がざっ

と見たところではこれと、あと韓国の調査があったんですけれども。ちょっと韓国のは入手で

きなかったのでとりあえずこれをお示しさせていただきました。 

 これは、たたくとかけんかをするとかいじめる、このいじめるというのは主に言葉の暴力を

意味していると思うんですけれども。それから、学校で安心していられるかいられないかとい

うそういうふうな観点と、それとテレビの視聴時間、それからテレビゲームの利用時間、それ

との関連を調べたものです。そして、カイの二乗検定及び多重ロジスティック回帰分析という
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統計解析を行って、その結果が結局その後のテーブル（表）２というところですね。ちょっと

英語なので読みにくいですけれども、これはカイの二乗検定という統計研究を行った結果を示

したものです。テレビジョンビューイングというのがテレビの視聴時間が短い人と長い人、そ

れからエレクトロニックゲームプレイングですね、これがテレビゲームの利用時間が多い人と

余り利用しない人で比べたもので。結局、ボーイズとガールズに分けて、ブリングアザーズと

いうところがほかの人をいじめるというところですけれども。カイの二乗検定でテレビの視聴

もテレビゲームもどちらも統計的優位な関連を認めたんですけれども、テレビ視聴の時間の方

が強い関連を認めたという内容になっています。 

 これを更にこの精度を上げるために、多重ロジスティック回帰分析という手法で統計解析し

たものが次にございます。結局どこを見ていただいたらいいかといいますと、４つに分かれて

ますね。上側が男の子、下側が女の子です。上２つが男の子で下２つが女の子です。その中で

ブリングアザーズというのがステップ２の上から２段目ですね、ブリングアザーズというのが

ありますね。それが2.17というのはオッズ比というもので、テレビを余り見ない子とテレビを

たくさん見る子でどれくらいほかの子をいじめた危険が増すかというものを表しています。そ

れが2.17ということでこれは統計的に優位であったというようなことですね。それから、テレ

ビゲームの方も1.74ということでこれも優位であったということです。テレビ視聴の方がしか

しこれ有意差が強く出ていますね。 

 それから、下が女の子ですけれども、女の子の場合もいじめに関してはテレビ視聴の方だけ

が有意に出ているというものですね。これはテレビのどういう番組を見るかとか、あるいはゲ

ームについてもどういうゲームをするかとかそういう中身とかは一切尋ねてなくて、ただその

時間だけで見ているわけですけれども。こういう結果が出たということですね。 

 もちろんテレビを長い時間見るからそれが直接いじめになるわけではもちろんなくて、テレ

ビをたくさん見る人は例えば寂しさを抱えているとか家庭的な何か余りかまってもらえないと

かいろいろな要因がそこに絡んでいますので、そういうものがすべて混ざり合っているわけで

す。それで直接テレビを長く見たらいじめをしてしまうというわけではありませんけれども、

一応そういうふうな結果が出ているわけですね。 

 何らかの、従来言われていたのはそういう肉体的な暴力、直接的な暴力の方がどちらかとい

うとやはり懸念されていたんだけれども、むしろ実際にはテレビにしろテレビゲームにしろそ

ういうメディアに長時間触れることが言葉の暴力ですね、いじめに、最近多いのはそういう言
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葉の暴力ですけれども。さっきも出てきて携帯いじめに代表されるような非常に陰湿な言葉の

暴力、そういう部分に、攻撃的な感情とか攻撃的な行動を直接的な暴力じゃなくて間接的な言

葉という手段で攻撃していくという傾向を強めていると、そういう可能性が懸念されるという

ことです。 

 そのちょっと何枚か後ろにもう１つ論文がありまして、アンダーソンという方が、これはい

ろいろな論文を、テレビゲームに関する論文を要約したレビューなんですけれども。結局、さ

っきもちょっと申し上げましたけれども、その後半の部分をちょっと見ていただけたらと思い

ます。フィギュア１という図があると思いますけれども。これは暴力的なゲームに触れること

によってどういう影響が出たかというものをいろいろな論文を総まとめしてそれの平均を示し

ているものです。それぞれの棒グラフは攻撃的行動、攻撃的認知、攻撃的感情、それから援助

的行動、それから生理学的な覚醒、覚醒というのは目がぱっちり覚めた状態のという意味の覚

醒ですけれども。そういうふうに攻撃的行動、認知、感情、生理学的覚醒度を高めて、そして

援助的行動を低下させると、そういうふうな傾向が見られたというものです。 

 そして、もう１つ別の３つ目の論文なんですけれども。これはどうしたらいいかということ

についての１つの提言にもつながるものだと思うんですけれども。これはスタンフォード大学

のある研究チームが行ったもので、小学校のカリフォルニアのサンジョゼというところにある

２つの小学校で約100人ずつ生徒をランダムに選びまして、そしてその生徒たちを対象にテレ

ビとかテレビゲームなんかの利用についてどういう危険があるとかそういうことを指導すると

いった教育的な介入を行うことで、テレビ視聴時間とかテレビゲームの利用を減らすことによ

ってどういう効果が得られるかということを実際にやってみた研究なんですね。 

 この結果は、半年間そういうレッスンを行って。ただ、そのレッスンを行う場合に、例えば

暴力行為はしてはいけないとかいじめはしてはいけないとかそういう直接攻撃に関する言及は

しないで、ただ純粋にメディアの利用の仕方についてまず自分たちの利用の実態を自分で振り

返ってもらうとかそういうところから始めて、さらにそれについてだんだん話を進めて指導し

ていく。その中で自分はちょっとテレビ見るのとかゲームするのをちょっと減らしてみようと

いう意欲を見せた子についてそういう試みを実際やってみようということで取り組ませて。 

  向こうにはテレビを見る時間を制限する道具があるそうですけれども、そういう装置を使

って、ある期間テレビとかテレビゲームを減らすことができたら１週間にこれだけの時間は見

ていいよと、利用していいよというようなことでそういう装置を使って自己管理をさせる。家
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庭にも自己管理がうまくいくように協力してもらう方向に働きかけをしたと。そういうふうな

メディアの利用の仕方についてそういう働きかけを半年間やったということですね。具体的に

は18回のレッスンをしてそういうことをやったと。 

 その結果どういうふうになったかといいますと、暴力的な傾向を本人だけじゃなくて同級生

の友達とか、それから両親、それから先生といろいろな人から評価してもらっているわけです

ね。それによると、統計的な有意差が出たのは友達から見たその子の攻撃的傾向ですね、それ

が低下したと。それが統計的有意だったということと。もう１つは、３番目になりますけれど

も、Observed verbal aggressionというところですけれども、言語的な攻撃ですね、言葉によ

る攻撃が減ったということです。ただし、肉体的な暴力とかそういうことに関しては余りまだ

これでは効果が、統計的有意な効果までは得られなかったというようなそういうことです。 

 しかし、そういう言葉の暴力というものがやはり肉体の暴力に劣らず非常に危険な側面を持

っているし、逆に表面に出にくいだけにもっと追い詰めていくという部分があるので。そうい

う子どもたちの攻撃性が、いろいろな要因あるかと思いますけれども、一部そういう暴力的な

メディアとかあるいはメディアの利用の仕方、過剰な利用によって助長されているとしたら、

やはりそこに何か手だてを打っていくということが有効であるということが、実際こういうふ

うに実証されたデータとして出ていますので。ただもちろんいじめとかそういう結果として出

てきたところについていろいろ指導することももちろん重要でしょうけれども、子どもたちの

中にある子どもたちみんなの間で高まっている攻撃性ですね、傷付け合うことで自分を守って

いるような状況をそこを改善してやらないと、結局根本的な解決になかなか通じないのではな

いかなということを感じます。 

 そういうふうなことでちょっと紹介させていただきました。 

【座長】 この資料の扱いというのはちょっとまだ学会レベルでいろいろ議論されてから日本

に入ってきて、まだ英訳の文献なので。今のご議論は非常に参考になったと思うんですけれど

も。 

【Ｅ委員】まずトラウマのことについて少し申し上げたいのですが、唐突という話ですけれど

も、これはあくまで残虐なシーンなどを見ることによってトラウマになる、すなわち、後で思

い出して緊張して眠れなくなるという種類の問題であるのに対して、ここではあくまで暴力的

なシーンを見て、暴力の学習によって暴力性が高まるという文脈の話がずっとされてきている

ので、それとは異質な内容になっているということと思います。子どもの反社会的な行動や人
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格の形成の助長という、この節に入っているので違和感があるかというふうに思います。 

ですから、この違いを明瞭にするには、もう１つ別の柱を立てて、そちらで記述する必要が

あろうかと思います。これは、前回の会議でも申しましたけれども、小さい年齢のほうが深刻

ということがむしろはっきりしているのは、こちらのトラウマの問題の方だろうと思います。

人格的な影響というのは、年少者の方が大きいと恐らく考えられているわけですが、実証から

言うと弱いんです。同じ方法論で年長者と年少者を研究して比較することが難しいことにより

ますが。トラウマの場合のほうが年少者の方が問題が大きいことがもっと説得力持っているよ

うに思います。 

それから、３つの論文を教えていただきました、私も勉強になったんですけれども。少しだ

けコメントをさせていただきたいんですが。１つ目の論文、これはスイスの論文で、国家的な

いいデータが使われており、いじめの問題もテレビ視聴やゲーム視聴と関係があるという話に

なっております。１つは、Ｇ委員もおっしゃっておられましたが、これは、相関関係の研究、

すなわち、相関研究というものになりまして、テレビを見ている人ほど、あるいはゲームをし

ている人ほどいじめを経験していることを示したものでございます。言えることはそこまでの

関係にとどまっておりまして、テレビやゲームに接触することがいじめをすることに影響して

いるのか、もともといじめをするような人がテレビやゲームに接触するようになるのか、そこ

を区別できるデータではないということになります。そういう因果関係という点ではまだ今後

の研究の余地のあるところと思います。 

 それから、クレイグ・アンダーソン氏の論文ですが、私も実は共同研究を一緒に進めており、

知っている人なのですが、世界的な第一人者でございます。その人がメタ分析というふうに言

うんですけれども、今までの研究の結果をできるだけ集めてきてそれをまとめて結局何が言え

ているのかということを明らかにしている研究で、そのため、これが現在あるデータから導け

る最も一般性の高い研究結果ということになるんだろうと思います。クレイグ・アンダーソン

氏はずっとビデオゲームの影響を研究しておられ、これまで暴力的な影響があることを主張し

てきた研究者ですが、この論文でも、それを肯定する結果を出しているということになります。 

この論文では、攻撃的な感情や認知について結果もあり、これについて取り上げるかどうか

という議論なのですが、最終的に重要なのは攻撃行動の部分で、感情とか認知はそこにつない

でいくものですので、言わなくてもいい話であるとも私自身は思うのですが、触れて悪いとい

う話でもない話と思います。 
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むしろ身体的行動以外にも言語的行動に対する影響があるという話については、攻撃的行動

とは違うレパートリーであると思いますので、これは問題になるかもしれません。先ほどのス

イスの研究ですと、相関研究ですのであいまいな面があるという状況かと思いますが、あくま

で懸念ということであれば、これも含めていくことも１つの考え方とは思います。 

 それから、もう１つの３つ目の研究ですけれども、これは介入研究で、影響があるかどうか

ということではなくて、実際に介入をしたらどうなったかを検討しており、こういう研究が

2000年ぐらいからすごく増えてきていると思います。これは、メディアリテラシー教育という

ものが効果を持つということを実証している研究であるわけでございます。ゲームだけではな

く、テレビも含まれておりますけれども、ゲームのリテラシー教育というのはすごく打ち出さ

れていくべきだというふうに思います。 

 あと、こちらでは言語的攻撃の方の影響は出ているけれども、むしろ身体的攻撃の方が出て

いないということで、言語的攻撃に対する影響がありうるという結果ではあろうかとは思うの

ですが、これとは異なる先行研究もありますので、このあたりまだ研究途上でいろいろあいま

いな面もあるということだろうと思います。 

【Ｆ委員】自分なんかは専門家ではないんですけれども、非常に分かりやすいものとして、ゲ

ームが子どもにもたらす弊害について。４月にこの研究会の一員になってから自分は結構スト

イックな人間なのでかなり勉強してきました。関係あるいろいろな文献を読みあさってきまし

たけれども、その中で教育現場にいて自分が非常にストンと落ちた本が一冊あったんですね。

それがＧ委員の著書なんですよ。その中で、ちょうど80年代初頭のテレビゲームの登場から今

に至るインターネットの社会までの時系列の中で不登校の数との比較の記述があったんですよ

ね。実はこのゲームの発展というのは教育問題と当てはめると非常にリンクして恐ろしいぐら

いリンクしているんですね。その時代時代に起こる青少年問題とより高度なハードの普及とい

うのを当てはめてみるとすごく、私自身ちょうど小学校高学年にテレビゲームが登場したとい

うことでよりリアルに実生活の中で体験してきた人間でもあるんですけれども。非常にわかり

やすい。 

 ただ、具体的な名前をこの報告書に書けるかどうかというところで難しさはあると思います

けれども。あれを外の人が見たら、ああ、なるほど、ゲームが子どもにもたらす弊害というの

は教育問題と時代背景的にもぴったり合っているんだなということをだれもが認知する、すご

く分かりやすい記述だったなと思うんですよ。その辺についてぜひ簡単にＧ委員の方から何か
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説明があれば一番共通認識しやすいなと思うんですけれども。 

 ああいう分かりやすさと具体性なんですよね。相関何とかと言われても、私なんかが一般の

人間としてそれを見ても実際よくわからない。日本でどのように教育問題と関わりがあってき

たのかということ、それをしっかりと記述することというのはすごく、少なくとも私はなるほ

どと、子どもたちの現実、それから自分の育った現実と当てはめたときに本当になるほどなと

100％思ったのがあれだったんですね。 

【Ｊ委員】 Ｇ委員のその本は読んでいないんですけれども、お話を伺った限りはちょっと危

ないなという気がしていまして。要するに同時期に起きているということだけでは因果関係は

全然証明できませんので、もっとほかの要因、共通の要因があって、そこから両方が出ている

とかいろいろな可能性をついつい考えてしまって。表面的に同じ時期にリンクしているという

だけを言われてここに載せられてしまうと、まあ、それは違うでしょうと思う人もたくさんい

ると思います。 

【座長】 いろいろな考え方といろいろな文献があって、それについてどこまでどうここに書

き込んでいくかというのはさっきから議論になっているところなんですが、これは事務局でい

ろいろ議論を慎重に整理されてこういうふうにまとめたわけですけれども。これでは書き足り

ないというご指摘とか注に落としたらいいとか、これではちょっと書きすぎであるとかという

ご議論があるわけですね。それにさらに全体として学会なりでの議論を踏まえて、それを客観

化したものとしてそれを一般の方にも分かりやすくこういうものですと載せていくという使命

があると思います。もちろんＧ委員、ここの委員としてご発言いただいて、ここをこう直した

方がいいというご発言があればそれはやはりもちろん載せていくということだと思うんですけ

れどもね。 

【Ｇ委員】 だから、もちろん因果関係を立証する上でね、それはもちろんエビデンスになら

ないわけですけれども、ただいろいろなことを言った上で、いろいろなエビデンスを示した上

で１つの総まとめとしてそういうふうな時系列で見てきてこういうふうになっているというこ

とをそこの部分は記述しているわけです。だから、別にただ同時にそういうことが起こってい

るからこうだというふうなことを言っているわけではなくて、ほかのいろいろなエビデンスを

示したうえでの話です。 

 最も因果関係を立証する上で強いエビデンスは、やはりその原因を取り除いたときに結果が

変わったという、改善したというそれが一番強力な因果関係を示すものなんですね。だから、
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そういう意味で言えば、先ほどのスタンフォードの研究はまさにそれをやっているわけですよ

ね。適切なメディアとの付き合い方をすることによってそういういろいろな暴力的な傾向が改

善したということですから、言葉の暴力とかね。ただ、Ｆ委員が言われたのは、実際自分たち

がその当事者としてその時代を生きていたらもっと細かいディテールが分かるわけですよ。こ

ういうふうなことがあってだんだん学校、子どもたちが変わってきたなとかそういう部分がも

っと細かい１つ１つの因果関係のつながりとして。だから、そういう部分でＦ委員は実感され

たものと一致したんだと思うんです。 

 だから、その部分、ただ時期的に一致するからといってそのことを言っているというわけで

はありませんので。 

【Ｅ委員】 その３つの目の研究ですけれども、これはまだ実験研究ということで要因を除い

てやっているわけですが。ただこれを見ますと、言語的なものは効果が出ているわけですけれ

ども、むしろ身体的なものは出ていないわけですね。そうしますと、身体的なもので問題がな

いんだからゲームというのはそんなに問題ではないんじゃないかとむしろそういう話になるの

かもしれないですね。 

 研究によっては身体的なものの方で出ていて、言語的なものでむしろ出ていないというのも

あるわけですね。いろいろなものがあってなかなかそういうところで微妙なんですね。ですか

ら、なかなかはっきりしたことは言いにくいというそういう状態だろうと思います。 

 現時点で先ほどのクレードアンダーソンのメタ分析というのはですから最も一般的で、これ

は信用、一番そういう意味では何かを重視するかとすればこれだというふうには思うのですけ

れども、これはそういう言語とか身体とかそういったものは区別して扱っていないものではあ

ろうかと思います。 

 そういうふうにいろいろ状況は複雑でありまして、なかなかうまいまとめは難しいというこ

とだと思いますね。ですから、そういうものとして、ただやはり慎重に、言い過ぎとか偏りが

ないような形でそういう配慮をしなくてはならないと思うんです。 

 私はここでプレゼンをされましたけれども、渋谷明子さんが、私はテレビゲームの実証的な

研究で日本で一番やっておられる方だと思うんですね。そういった方に例えばご協力をいただ

いて、現在のこの研究の状況をレビューをしていただいて、本文の方ではそこを参照しながら

まとめるというのが１つのやり方ではないかというふうに思います。 

【座長】 渋谷さんにはここでも前回報告いただいたわけで、それを踏まえて、これも取り入
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れているとは思うんですけれどもね。 

【Ｇ委員】 今のＥ委員のこの研究についてのコメントですけれども。言葉だけじゃなくて、

これは同級生が評価したのでは攻撃性全般が低下していたということなので、同級生の評価と

しては言葉だけじゃなくて肉体的な暴力も含めて低下していたというそういう結果です。 

【Ｅ委員】 何か本当に学会の議論みたいになってきまして。これがやはり研究というものが

すごく重要な問題だということになってくるんだと思うんですが。 

 今のお話でいきますと、要するに逆に言いますと、同級生が認識した攻撃というのに言語的

なものが入っているかもしれないわけですね。ですから、やはり学術としてはそれをしっかり

分離して、身体の方がどうであるかが言えなくてはいけないということになると思うんです。

そこのところはここでは効果が出ていないので、やはり身体的なものがあるということについ

ての説得力はなかなか持たないということになるんだろうと思います。 

【座長】 議論はもちろんいくらでも時間があればしていただいた方がいいんですけれども。

ですから、このゲームに関しては学会がまだ本当に今、Ｇ委員からペーパーを出してもらって

よく分かるんですが、動いているというか、さっきの携帯の方はもっと日進月歩なのかもしれ

ないんですけれども。その中である程度確実性がありながら、ある程度新しい問題に対しての

ニーズに答えるだけの新しさも入れながらということで。 

 先ほど議論が出てきたようなものも踏まえて、ここの具体的な文章の直しとかをしていただ

いていますけれども、それを踏まえて一番難しいのは具体的な指針をどう書くかなんですけれ

どもね。これでＩ委員からももうちょっと具体的にこういう問題があるからこういうふうな指

導をという筋道が出ないと、イメージが伝わらないんじゃないかということだったんですけれ

ども。 

【Ｂ委員】先ほど来の議論とも関係すると思うんですが、ここで１つ欠けているというか補強

してほしいものはやはりあるなと思っているんですね。それは、Ｇ委員の本は私も読みました

けれども、それとも関係してるんですが、ゲーム遊びのイノベーションをやはり視点として少

し入れておく必要があるのかなというふうに思います。子どもへの影響に関して言えば。 

 そういう点で言えば、このオンラインゲームをもう少し追加的に、現在起きている違った視

点からの影響。例えばオンラインでもファミコンゲームとは全く違ったオンラインゲームの中

でもＲＰＧのコンテンツが及ぼしている影響についてやはり言及しておいた方がいいのかなと

いう気はしました。 
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 これは子どもへのリスク、健全育成ということに関して言えばいろいろな側面を含んでいま

して、例えば従来のゲームはどちらかといえば一人遊び的なメディアとして考えられていたん

ですが、集団遊びに、時空を超えた集団遊びという特性を持ったものとして。しかもここの中

ではっきり言ってしまえば遊びのインターネット化というのがもうはっきりと見えてきている

わけですから。実際に札幌であった事件、小学校の女の子が大学生とオンラインでチャットし

たりＲＰＧで一緒に戦っているうちに仲間意識を持つわけですね。仲間意識があって非常にイ

ンティメートな心理が生まれて、そしておびき出されて事件になるという、こういうような事

例もありますので、例えばそういうことを念頭に入れて。今後イノベーションにおけるこのタ

イプのものがもっと普及することは明らかですから、追加される方がいいのではないかという

気がしました。 

【座長】 新しいことはそうなんですが、今までのものでも議論がこれだけ紛糾していますの

で、この新しいオンラインゲームは次の課題で、今回はちょっともうとても無理だと思います

ので。 

 ほかにご議論がなければ、そもそもゲームのことでまとめて報告書を出すこと自体が非常に

チャレンジングなことですので。可能な限り明確に問題点を。Ｅ委員もこういう傾向があると

いう問題点の指摘であれば、そういう指摘があるということをまとめることは可能ですよね。

もちろん、先生の反論もいただくことを前提に、こういう懸念があるからこういう指導をとい

うことでなるべくできる限り書いて。今のよりも進めるということではないんですけれどもね、

それをもう一度ご審議いただくということで。 

 学会レベルでの議論はきっちり学会でやっていただくとして、ここでは国民から見てある程

度分かりやすいところでこういう懸念があればこういう反論まで提言するというところでまと

めさせていただきたいと思うんですが。 

【Ｅ委員】 私はさきほどから暴力に対して悪影響がありうるということは全然反対しており

ませんで、クレイグ・アンダーソン氏と同様でございます。ただ、その主張の扱い方を気にし

ている次第でございます。メディアの専門家が日本の中にも何十人もいるわけでして、その人

たちにこれは何だと言われると困るなというのが私の立場でございます。だから、例えば渋谷

さんのような方にアペンディックスで何か１枚でも書いてもらって、本文の方はもっとわかり

やすい言葉でそれを踏まえて記述するというようなやり方がありがたいと個人的には思ってい

る次第でございます。 
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【座長】 分かりました。 

 次は、アダルトコミックのことです。これに対する提言についてご議論をお願いします。 

【Ｉ委員】 最初にインターネット上での販売状況の例というのですけれども。先ほどご説明

を伺ったりしているのですが、それでもちょっと正直言ってよく分からないところもあったん

ですけれども。これを読まれた方はイメージが沸くでしょうか。この報告書を読まれた方が意

味を把握できるよう、もう少し分かりやすく書く方がよいのではないでしょうか。 

【座長】 例えば文章の中に書く、どこでも必ず小学生以下のものは販売しているとか、もう

ちょっと分かりやすくということですかね。私もそう思うんですけれども。 

【事務局】 言葉で説明しなくてはいけないところはなるべく注などで少し丁寧に書けばもう

少し分かりやすくできると思います。表自体はあった方がその実態を示すものですのでこれは

書きたいと思っておりますので、ご指摘を踏まえてもう少し書きぶりをわかりやすくさせてい

ただきたいと思います。 

【Ｃ委員】 これまでの経緯もあろうかと思うので伺いたいんですが。ここで書かれているも

のというのは、子どもが見ることが問題なのか、大人が見ることが問題なのか、両方なのかと

いうことが、何か区別されないまま論じられていると思うんですね。１つ考えられることとし

ては、小児性愛というかロリコンというかそういう趣味を持つというのは恐らく萌芽は子ども

のうちにある、要するに未成年のうちにそういうものに関心を持ってそのまま大人になってい

くという可能性が高いのではないかと私は考えているんです。ただ、これはいろいろな議論が

あるのかもしれません。大人になってから突如としてそういう趣味に走るということもあるか

もしれない。もし前者だとするならば、つまり子どものうちに興味を持つということが多いの

であれば子どもに見せないということが非常に有効な対策になるかもしれない。しかしながら、

大人になってから見るんだとすると、これはかなりいろいろな反論が予想されるわけで、大人

が自由に見ることについて何がいけないのか、それが犯罪につながるのはまずいかもしれない

けれども、犯罪につながらない多数の人については何ら問題ないではないかと。むしろそうい

うものがあるからこそ犯罪が抑止されるんだという議論は当然あり得るわけですね。それに対

する反論を用意しておかないと、不用意にこういうものを出すとえらいことになるんじゃない

かという気がいたしておりまして。そのあたりについて、これまでの議論等があれば教えてく

ださい。 

【座長】 これはバーチャル社会のもたらす弊害から子どもを守る研究会で、子どもに見せる、
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見せない、携帯なんかは子どもが見たり聞いたりするということを中心にあれですけれども、

アダルトコミックが広くバーチャル社会で非常に蔓延していて、それによって子どもが被害に

遭う。だから、犯罪の被害者になるかどうかは別として、子どもをそういう性行為の対象にす

るようなコミックがバーチャル社会で広がることが子どもにとってマイナスであるという、非

常に漠たるとらえ方で進んできたんだと思います。 

 ですから、先ほどの携帯の問題に比べますと、直接的な子どもの被害という意味では希薄な

のかもしれない。ただ、子どもを対象にしたこういうコミックがバーチャル社会で広がってい

ることに対して問題があるということで、取り上げたということなんだと思います。 

【Ｃ委員】 ごめんなさい、何が問題なのかがはっきりしないと思うんですね。それは私は個

人的には嫌だと思いますよ。しかし、こういうものが好きな人にとっては漫画でそういうもの

があったってそういうのが好きな人が読むくらい何も問題がないではないかという反論は当然

予想されるわけでございまして。それに対する反論を用意しておかないと、この報告書を出す

のは危険ではないかということを申し上げたいんですけれども。 

【Ａ委員】 前回の検討でそのことが問題になって、総意としてこの種の情報が氾濫している

状況は問題だと。しかし、情報を、こういう子どもを対象にした性暴力的なコミックといった

ものの製造を禁止をすることはできないだろう。したがって、作る自由はしようがない、そこ

には何も言えないだろう。それがたとえ犯罪を助長する、子どもとの性交というのは基本的に

犯罪ではありますけれども、それをそののかす内容のものが多いわけだけれども、それは問題

ではあるが、それを作るなとは言えないだろうというのがまず前提としてあります。 

 それでは、それが販売されることについてはどうだろうかと。それも販売するなとはまた言

いにくいだろうと。これはやはり一部の人たちが見る自由もあるであろうと。そうだとすると、

何が問題かというと、これが他の書籍と同様の扱いを受けていて、ほとんど区別なく社会に出

回っているという実態であるだろうと。そこをまずきちっと見ていって、少しこうした犯罪を

助長するような情報でもあるし、少し販売の段階で社会的に遠慮していただくような取組が促

されてもしかるべきではないかというのが基本的な流れだったんです。 

 その中で出てきたのが、先ほどのインターネットの書籍サイトでは全く同列に扱っていて、

それはひどいじゃないかということが指摘をされて、それに対する対応状況をどうするかとい

うのが基本的な主要なテーマとして描かれているという状況なんですね。 

【Ｃ委員】 それは、子どもに買いやすい状況があることが問題なのか、それとも一般的に十
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分な区別がなされていないこと自体が問題なのかというと、後者というふうに考えていいです

か。 

【Ａ委員】 それは両方だと思います。先生おっしゃったように、子どものときに見てそれで

はまったという、大人になってからも継続したという事件もあるし、その側面もそうですけれ

ども。大人としてもこういうものを見てやや考え間違いをする人が出てくるんじゃないか。そ

ういう大人に対してもほかのアダルト本とは少し違うよということを知ってもらうような取組

も必要ではないかという側面ももう１つ。 

【Ｃ委員】 大人になってから犯罪につながったというような、大人になってから触れて犯罪

につながったということについての何か実態みたいなものは、警察ではそういった事例をお持

ちなんでしょうか。お持ちだったら載せていただいた方が説得力が増すように思うんですけれ

ども。 

【Ａ委員】 例えばということで、そうした事例を２つ載せております。 

【Ｃ委員】 もし子どものうちに関心を持って、それをアダルトコミックが助長しているとい

うことが言えそうなのであれば、そこを強く打ち出していただく方が説得力が増すように思い

ます。子どもの目に触れないようにしようということであれば説得力が増すと思うんですが。

ちょっとそこがよく分からないんです、ごめんなさい。 

【Ａ委員】 むしろ子どもの目に触れさせないようにしようというのはちょっと後で、子ども

も大人もできるだけこういうものは見るべきでないと。見たい人はしょうがないから遠慮しな

がら見てもらいたいというのが基本的なスタンスになっているということだと思うんですね。 

どういう状況、どう改善したいのかということがクリアになっていないものですから、非常に

抽象的な言い方になってしまうのだろうという気がするんですね。 

 ですから、この研究会全体としてこの前までの議論で同意しているところは、今の販売状況

はひどいじゃないかと。それを自主的に各業者に取り組んでいただいて、もうちょっと遠慮し

たようなやり方にまずしてみようというのが基本的なスタンスですから。それはそうであれば、

そうであることがもっとはっきりわかるような形できちっと書いてしまう。もっとこれは単純

化して書いてしまった方がいいのかもしれませんね。 

【Ｈ委員】 妥協案的なことになるのかもしれませんけれども、先ほどのゲームについてもま

だまだ非常に多くの議論が必要であるということよく分かって。ということはそれは議論が行

われていることは大変積極的に評価ができると。問題はこのアダルトコミック、アダルトゲー
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ムがどういう問題を持っているのか、持っていないのかということすらもよく分かっていない。

分かっていないから考えなくていいと考えるのか、分かっていないけれどもそこに何か問題が

あるかもしれないと考えるのか。少なくとも先ほどお話があったように、大手のインターネッ

ト書店も情報を出していない。まずここに問題があるかどうかという国民的な議論をする必要

があるのではないかというふうな提案は大いにあり得るのではないかと。 

 そういう意味では今の段階で規制云々ということをまず正面に出す以前に、まずこれを国民

全体が議論する必要があるのではないか。単なる倫理観とか道徳観の問題を超えて、さっきＣ

委員もおっしゃったような、本当に問題が起こっているのであればちゃんとエビデンスを示そ

うと。そのためには多分業界の協力も必要で、ちゃんとこれを議論しようではないかというふ

うな提案も、非常に前向きで積極的な提案であるように私は思いました。 

【座長】 重要なご指摘だと思います。ただ、法的規制とか何とかというのはそんなに出して

ないと思うんですけれどもね。 

【Ｈ委員】 ややうがった見方かもしれませんが、規制等自主的な取組を求めるというふうに

いいますと、何か規制を求めているのかなというふうにやや強く印象を持ってしまうこともあ

り得るかもしれないということです。 

【座長】 ここの議論とＨ委員の基本的な考え方はそんなに違わなくて。こういうものがどう

悪いかとか、悪いから法で完全に禁圧しようという話ではなくて、ここで見たような画像を、

どう見てもほとんどの人はこういうものが普通のところであふれるのはおかしいと考える。し

かし、ごく特殊な人たちが陰でこっそり見るのまで処罰するというのもおかしい。その中で、

しかしインターネットの中でこれだけ簡単に誰でもが見られて買えるような状況で、子どもも

自由に買えるような状況になっているのは、これはみんなに認識されれば問題だろうという、

問題提起的な側面が強いと思うんですが。それよりは一歩突っ込んでやはり自主規制ができな

いかとか、公共団体が危険性を踏まえたいろいろな販売防止策をとっていくべきではないかと

いうような提言をするということで押さえてあって。確かにむしろ弱いというかソフトなのか

なという感じでもあるんですが。それも含めて皆さんのご意向で次回またまとめたいと思いま

す。 

【Ｄ委員】 さっきのＨ委員の意見にちょっとかぶってくるところもあるんですけれども。こ

れの話合いのときにメディア別に話を進めていって、「これは問題じゃないか」というと「確

かに問題だ」と。それでそこから理屈を考えていくるところがあったように思います。だけれ
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ども、やはりむしろ上から考えていくというか、子どもの健全育成の問題の中にいじめの問題

があり、暴力の問題があり、そして子どもを性の対象にするというのがあって、それを問題と

今私たちはしているんだと。やはり子どもを性の対象にしないということを国を挙げてやって

いくべきであると。その中には例えばそれのために携帯やいろいろな掲示板とかが道具として

使われていればそれはそれで問題でしょう。それから、児童ポルノはもちろん論外であります

と、取締りをもっと厳しくしましょうと。それと同時に、やはり子どもを性の対象としないと

いう１つのみんなのコンセンサスというんですか、それをつくり上げる上でやはりこのアダル

トコミック、特に子どもを性の対象としたアダルトコミックの存在というのは非常に懸念され

る存在であると。具体的な弊害についてはもちろん研究途上なのかもしれませんが、非常に懸

念されているにもかかわらず、だからこれからはもっと議論や研究が進まなければいけないの

に、それを全く差し置いてというかよそにおいて普及だけがどんどん広がっていくと。この状

況は非常に憂うべきことではないかというような流れにすれば、そんなにまず取締りありきと

か、メディアごとにこれが問題だというんじゃなくて、もうちょっと上の方からきちんと説き

起こしていくといいのではないかなというふうに思ったんですが、いかがですか。 

【座長】Ｃ委員、ご納得いただけましたでしょうか。ただ、この趣旨もそれとそんなにずれて

いるわけではありませんので。 

【Ｄ委員】 ちょっと分かりにくくて。だから、多分いろいろな人の意見が出て、例えばこの

アダルトコミックをやり玉に挙げているじゃないかとそういうふうに読む人も多分いると思う

んです。そうじゃなくて、我々は特定メディアをやり玉に挙げているわけではなくて、子ども

の健全な育成の上でこういうことが懸念され、その事例としてこういう問題があると具体的に

例を挙げていくなど、もっと書きぶりを工夫した方がいいのではないかなという感じがするん

ですね。 

【Ｉ委員】 子どもに対する性行為等を表現した画像等に関する規制の状況なんですが、これ

は一番最初の段階で結構問題になっていたかと思います。つまり、一般の人が考えて、特に先

ほどＣ委員がおっしゃったように、いわゆる表現の自由の観点からだけ見るとすればそういう

ふうに読めてしまうみたいなところで、逆に過剰な反論というか拒否感みたいなものを持たれ

てしまったら、せっかくのこのバーチャルでの考え方がマイナスになってしまうと思います。 

 そこで、先ほどおっしゃったような形での認識としてそのスタンスを最初に解説しておくべ

きでしょう。特にアダルトコミックについては先ほどＡ委員や座長がおっしゃったようなとこ
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ろも当然私たちの認識としては大前提にあったと思いますが、確かにＣ委員が言われたような

ところは必ず指摘されるというところはあると思うので、そこのところの合意をもう少しきち

っと書いた上で進めた方が確かにいいかというふうに思います。 

【座長】 いかがいたしましょうか、今のようなご提案を踏まえて頭のところで、特にＣ委員

からのご指摘ですね、それに答えるような。それから、全体としてＤ委員がおっしゃったよう

なトーンで。やはりある意味でこの委員会一番注目されているのはその部分なのかもしれない

んですよ、外からはね。ですから、そこで無用な誤解を受けないような書き方をしていくとい

うことは大事だと思いますね。 

【Ｄ委員】 その上で、先ほど例えば非常に懸念される状況にあると、我々としてもやはり実

際に例えばこういうのを売っている側からの聞き取りをしたいと思ったけれども、それにも拒

絶されるような状態で、非常にそれは遺憾であるということはやはり指摘しておいた方がいい

と思うんですね。 

【座長】 ですから、先ほど前のところでご指摘あった自主規制をやってこれだけうまくいっ

た部分もあると。それに対して今回この業界は全く反応していないということはクリアになる

ように指摘をしておいた方がいいと思いますね。 

 

 

 

                                       （了） 


